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山梨県老人保健施設協議会

山梨県老人保健施設協議会広報誌
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会長あいさつ

山梨県老人保健施設協議会　会長　福
ふく だ

田　六
りっか

花

東京で生まれ育った私が山梨県に移住して、この5月で15年にな
ります。そして老健の医者になって14年半が経ちました。
この15年で日本の老人介護を取り巻く環境はどう変わったので
しょうか？劇的な変化はありませんが、少しずつ窮屈になっているこ
とは事実です。要介護老人は増える一方ですが、介護保険の財源は頭
打ちであり、老人介護に関わる職員はなかなか増えません。
「ない、ない、、、。」と言っていても事態は一向に改善しないので、足
りないものは工夫で補っていきましょう。特別に難しいアイディアは
必要ありません。老健を利用するお年寄りの、昔からのライフスタイ
ルを見つめ直し、なるべくそれに近い環境を用意してあげることが大
切だと思います。
私が施設職員と一緒に取り組んできたことのひとつに、「夜間入浴」
があります。マンパワーが必要な施設での入浴は、昼間に行われるこ
とがほとんどです。昼間に風呂に入るとそのあとどうしても眠くな
り、ついつい昼寝を長い時間してしまいます。その結果、食事時に眠
かったり、逆に夜は眠れなくなったりという弊害がおこったりもし
ます。
日本人の生活習慣は、夕食をたべてからゆっくり風呂に入り、
それから床に就くのが一般的です。本来の生活リズムを重視し
「夜間入浴」を行ってみたところ、熟睡される方が多くなり、体
調も食欲も向上し、睡眠薬が必要な方も少なくなりました。
現在までなるべく多くの方に、夕食後に入浴して頂けるよ
うな体制をとっています。
全員は無理だとしても、夜間不眠で困っている方がい
れば、ぜひ夕食後にお風呂にいれてあげて下さい。
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施設における口腔ケアは歯科・口腔疾患の予防に始まり、誤嚥性肺炎の予防、お口から食べ
る事の維持には欠かせないケアです。口腔ケアを推進させる為「効果的な口腔ケアができてい
ます」という課題を実現することができるよう、今一度検討してみましょう。

歯科医師、歯科衛生士の協力で、施設には、「口腔衛生管理体制加算」一人30単位/月が、利
用者には「口腔衛生管理加算」一人110単位/月が算定できます。

多職種代表が参加する、「口腔ケア委員会」を作って、施設にあった目標を具体的に作りま
す。また職員の定期的な研修会や症例報告を行いましょう。

「口腔衛生管理加算」算定できるようになったら、経口維持加算の算定を。
摂食・嚥下障害を有する入所者や食事摂取に関する認知機能の低下が著しい入所者の経口維
持支援を充実させる観点から、多職種による食事の観察（ミールラウンド）や会議等の取組の
プロセス及び咀嚼能力等の口腔機能を含む摂食・嚥下機能を踏まえた経口維持支援を充実させ
る事で算定できます。
	 経口維持加算(Ⅰ)一人400単位/月
	 経口維持加算(Ⅱ)一人100単位/月

食形態への検討をすることで、安心安全な食事が可能になります。
介護老人保健施設の中で多職種に歯科医師、歯科衛生士を加えることで利用者の日常のケア
の充実、「最期まで口から食べる」生活の質の向上が期待できます。介護老人保健施設として
の加算だけではなく、利用者の自立支援や在宅復帰に繫がっていけると考えます。

全ての内容については、山梨県老人保健協会のHP	http://www.y-rouken.jp/	に掲載いた
しますので、ダウンロードして活用して下さい。
日本衛生士会HP：	https://www.jdha.or.jp/topics/20120601.html も参考にして下さい。

老人保健施設における
「口腔ケア・マネジメント」の実際

フルリールむかわ　理事長　（歯科医師）
山梨県老人保健施設協議会　副会長　安居　尚美



　当施設は介護老人保健施設として、南アルプス市南部の田園風景に囲まれた土地に平成１３
年８月１日に開設致しました。
　開設から１６年が経った現在、利用者様がより快適に生活できるよう、随時施設の改修を行っ
ております。
　明るく家庭的な雰囲気を重視し、利用者様が「にこやか」で「個性豊か」に過ごすことがで
きるようスタッフ一同、日々取り組んでおります。
　季節行事等の他、当施設では個別のレクリエーションも行っております。利用者様の思いや
個性を大切にし、楽しく生活が送れるよう取り組んでおります。
　地域包括ケアシステムの一部として他機関との連携に努め、地域の皆様が住み慣れた土地で
充実した生活が送れるようサポートして参ります。

施設の概要
●所 在 地　南アルプス市田島１１０５
●入所定員　１００名
●通所定員　２０名
●グループホーム併設

毎年恒
例りん

ご狩り

個別で
レクリ

エーシ
ョン

一緒に
お料理

♪

優美な
獅子舞
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介護老人保健施設介護老人保健施設
ケアホーム花菱ケアホーム花菱



恵信塩山ケアセンターは平成７年に開設し、「信頼・安
全・向上」の理念のもと心のこもった看護・介護を提供
しております。現在は介護、医療を併せ持つ重度の要介
護や認知症高齢者が増加するなど、連携の必要性がこれ
まで以上に高まってきています。　
当施設が介護老人保健施設の使命である病院と家族を

「つなげる」中間施設として高齢者の生活機能の維持向上
や自立した在宅生活を目指す在宅支援施設として、また
地域包括ケアシステムの中核施設として、その機能をさらに発揮し地域の高齢者やご家族の拠り所に
なりますよう努力していきたいと考えております。

施設長　堤　正夫

アートケア活動は平成２０年から行っており、絵葉書
教室からスタートしました。
２０１３年には第２８回国民文化祭やまなしの提案事
業で「紙玉による富士山大壁画」を展示発表しました。
この作品は主に通所リハビリテーションの利用者が１年
８か月かけて作成しました。現在は、施設全体で取り組
んでいこうと「アートケア委員会」を立ち上げ、絵画、
書道、楽書、俳句など様々なプログラムを用意して自己
表現して頂いています。制作することを通し、生きがい
を感じて頂けるよう楽しみの提供を行っています。

現在の活動は、２０２０年の東京オリンピックの文化プログラムに参加できるよう、紙玉大壁画の
第２弾「春秋の富士」を作成中です。

恵信塩山ケアセンターは平成２７年１０月より、在宅復帰在宅療養支援加算を算定しております。
地域包括ケアシステムの構築に向けて老健施設から在宅へという方向性が示された今、在宅強化型老
健施設への移行に向けて準備をしております。

恵信塩山ケアセンター
施設紹介

≪施設での取り組み≫ アートケア活動

在宅強化型老健施設への移行

所 在 地：甲州市塩山上於曽 1195
入所定員：100 名
通所リハ：60 名
短期入所：11 床
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地域包括ケアシステムの中での老健の役割
地域包括ケアシステムは高齢者が住み慣れた地域で自分らしく最期まで暮らすことが出来るように住ま

い・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供できるようにする仕組みです。おおむね団塊の世代が後期
高齢者になる 2025 年までにそのシステムが構築されるように国の計画は動いています。その中で介護老
人保健施設（以下老健）に期待される役割は以前から掲げられている老健協会の理念と５つの役割に表現さ
れ、地域に根ざし開かれた在宅復帰施設として機能していくことが求められています。
そのためには、単に入所されている方を自宅に帰すだけではなく、退所された後も通所や訪問サービスを
利用して身体機能や社会性を維持することを目標とします。甲州ケア・ホームでは目標を達成するため、リ
ハビリテーション施設であるという老健の機能を入所だけでなく、通所・訪問サービスにも取り入れていま
す。また、訪問看護や訪問介護などのサービスを 24時間 365 日提供することで自宅にいても安心して生
活できるように対応をしています。その結果、在宅強化型老健施設に認定されています。
全国的にも在宅へのアウトリーチ機能強化をして在宅強化型に転換した老健はあります。しかしながら、

介護老人保健
施設の理念と

役割

包括的
ケアサー
ビス施設

リハビリ
テーショ
ン施設

在宅復
帰施設

在宅生
活支援
施設

地域に
根ざした
施設

全老健作成
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地域包括ケアシステムの中での老健の役割
在宅強化型に転換すると入所者数が減少し利益が少なくなってしまうことを危惧して転換に躊躇する施設が
多くあることも事実です。在宅強化型を維持するためにはアウトリーチ機能強化だけでなく、施設の相談機
能を高め、入退所業務の効率化、地域との連携などすべての職員が在宅復帰施設としての意識改革や運営上
の工夫なども不可欠になります。また、これからは重度要介護者であっても地域で暮らせるような体制つく
りが課題であり、医療を含めた多職種・多業種との連携はさらに必要になることでしょう。
病院と在宅の中間施設としてつくられた老健が地域包括ケアシステムの中でその機能を再認識され時代の
最先端施設、地域の中核施設として活躍していく場を認められたと言ってもよいのだと思います。私たちは
このチャンスをうまく活用して次世代に老健施設をしっかりと残していくことが大切な役割なのではないで
しょうか。厚生労働省は政策的に在宅強化型を目指していることは明らかであり、何もしないでいるといつ
のまにか時代に取り残されてしまう危険性もあります。時代の最先端になるのか時代に取り残されていくの
か、今老健は試されているのだと思います。

在宅復帰機能強化型等の要件（抜粋）

在宅復帰率 退所後の状況
確認

ベッド回転率 重傷者割合 リハ専門職

在宅強化型（強化型） 50％超 要件あり 10％以上 要件あり 要件あり

在宅復帰・在宅療養支
援機能加算算定施設
（加算型）

30％超 要件あり 5％以上 要件なし 要件なし

上記以外（通常型） 強化型または加算型の要件を満たさないもの

〈在宅復帰率の高い施設の特徴〉

• 施設規模が大きい。

• 入所待ち人数・相談件数が多い（施設への信頼や期待
値が高い）。

• 設置形態は「併設型」。または単独でも母体医療機関を
有する施設。

• 在宅ケア（訪問看護、訪問リハ、在宅療養支援の指定な
ど）体制が整っている。

• リハビリテーション機能が充実している（短期集中リハビ
リテーション実施加算、認知症短期集中リハビリテーショ
ン実施加算、ターミナルケア加算、入所前後訪問指導加
算の算定人数が多い）。

• 施設の医師と関連医療機関との連携による24時間365
日の医療提供体制を有している。

• 医師のリーダーシップや医師とスタッフとのコミュニケー
ションが良好である。

• 通所リハビリテーションにおける医師との連携がしっかり
している。

〈在宅復帰率につながる施設の特性〉

1. 利用者、家族側の要因（意向や方針等）

• 終末期を除き、原則的に「介護老人保健施設は漫然と入
所できる施設ではない」ことを入所契約に明記する

• 介護老人保健施設利用目的と以後の対応方針の明確化

• 「利用目的別給付・負担」の仕組みの導入

2. 施設の理念や運営に関する要因

• 施設の「サービス評価事業」の実施：施設マネジメントに
関して

• 施設管理者等への研修、啓発事業の徹底と実施

• R4 システム」導入の推進

3. 施設における治療や緊急時の対応に関する要因

• 施設「サービス評価事業」の実施：施設における医療等に
関して

• 施設医師への研修と認証事業の実施

• BPSD コントロールのためのノウハウの蓄積と研修事業等
の実施

• 施設医師や看護師等の医療対応レベル向上のための技
術研修等の実施

全老健資料
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甲州ケア・ホーム
施設長・管理者
佐藤　吉沖



山梨県介護老人保健施設一覧
1 峡北シルバーケアホーム

2 しおかわ福寿の里

3 フルリールむかわ

4 あ さ ひ ホ ー ム

5 山梨ライフケア・ホーム

6 峡西老人保健センター

7 ケアホーム花 菱

16 甲府南ライフケアセンター

17 Ｎ Ａ Ｃ 湯  村

18 甲府相川ケアセンター

19 大津ケアセンター

20 甲州ケア・ホーム

21

22 いちのみやケアセンター

23 勝沼ナーシングセンター

24 恵信塩山ケアセンター

25 は　ま　な　す

26 白　　樺　　荘

27 山中湖あんずの森

28 つ  　　　　る　

29 も　も　く　ら

30 みのりの里　旭ヶ丘　

ふ　 じ　　苑
〒408-0023  北杜市長坂町渋沢907
　0551-32-6211  　　0551-32-6215
　kyohoku@crux.ocn.ne.jp

14 峡南ケアホームいいとみ
〒409-3423  南巨摩郡身延町飯富1655
　0556-42-4314  　　0556-42-4331
　iitomi.ro-ken@gaea.ocn.ne.jp

〒406-0004  笛吹市春日居町小松855-6
　0553-26-5001  　　0553-26-3574
　fujien@hyper.ocn.ne.jp 

〒408-0114  北杜市須玉町藤田787
　0551-42-4604  　　0551-42-4101
　salt2910@poppy.ocn.ne.jp

8 ひ　ば　り　苑
〒409-3852  中巨摩郡昭和町飯喰1277
　055-275-9511  　　055-275-9512
　hibari-office@takekawa-kai.or.jp

〒405-0076  笛吹市一宮町竹原田1255-1
　0553-47-4811  　　0553-47-4815
　icare777@oregano.ocn.ne.jp

〒408-0307  北杜市武川町柳澤740-1
　0551-26-0111　　  0551-26-0112
　info@fluriru.com

9 ノ　イ　 エ 　 ス　
〒409-3863  中巨摩郡昭和町河東中島443
　055-275-1165  　　055-275-1161
　neues@sage.ocn.ne.jp

〒407-0045  韮崎市旭町上条中割473
　0551-23-3500  　　0551-23-3505
　asahikai@poem.ocn.ne.jp

10 玉穂ケアセンター
〒409-3812  中央市乙黒247-1
　055-273-7331  　　055-273-7360
　syojukai@yin.or.jp

〒404-0042  甲州市塩山上於曽1195
　0553-33-3205  　　0553-33-3207
　keishine@d9.dion.ne.jp

〒400-0111  甲斐市竜王新町2128
　055-279-4711  　　055-279-4713
　lifecare@bd.wakwak.com

15 甲府かわせみ苑
〒400-0802  甲府市横根町554
　055-222-2900  　　055-222-6600
　seishou@crux.ocn.ne.jp

〒401-0301  南都留郡富士河口湖町船津6901
　0555-83-3285  　　0555-83-3286
　hamanasu@toranomon.or.jp

〒400-0405  南アルプス市下宮地421
　055-282-7000  　　055-282-7003
　careport@feel.ocn.ne.jp

〒400-0851  甲府市住吉5-24-14
　055-241-3333  　　055-241-7564
　kofuminamilife@mx4.nns.ne.jp

〒403-0006  富士吉田市新屋1552-3
　0555-24-4211  　　0555-24-4212
　sirakaba@fgo.jp

〒400-0402  南アルプス市田島1105
　055-280-8700  　　055-280-8701
　hanabishi@isis.ocn.ne.jp

〒400-0073  甲府市湯村3-15-13
　055-253-2200  　　055-253-2203
　rouken@nac-yumura.com

〒401-0501  南都留郡山中湖村山中1069-3
　0555‐63‐2333  　　0555-62-9999
　yamanakakoanzunomori@juno.ocn.ne.jp

12 ナーシングプラザ三珠
〒409-3612  西八代郡市川三郷町上野2968
　055-272-8611  　　055-272-8653
　momo6154@herb.ocn.ne.jp 

〒400-0003  甲府市塚原町359
　055-252-1600  　　055-252-1602
　aikawa@kashinokai.or.jp

〒402-0056  都留市つる5-1-55
　0554-45-1813  　　0554-45-1006
　rouken@hp.city.tsuru.yamanashi.jp

11 ケアセンターいちかわ
〒409-3601  西八代郡市川三郷町市川大門416
　055-272-5121  　　055-272-5131
　ci-jimu@kyonan-mc.jp

〒400-0055  甲府市大津町1509-1
　055‐244‐0202  　　055-244-0033
　ootsu@ray.ocn.ne.jp

〒409-0622  大月市七保町下和田2132-1
　0554-20-1111  　　0554-20-1119
　momokura@biscuit.ocn.ne.jp

13 サンビューふじかわ
〒400-0601  南巨摩郡富士川町鰍沢340-1
　0556-22-7301  　　0556-22-1665
　syomu5@kajikazawa.com

〒406-0032  笛吹市石和町四日市場2031
　055-263-0242  　　055-263-2250 
　carehome@krg.ne.jp

〒409-0112  上野原市上野原7806
　0554-63-5800  　　0554-62-6006
　jimu@keifuu.or.jp

：電話 ：FAX ：E-mail

〒409-1302  甲州市勝沼町菱山中平４３００
　0553-44-5311  　　0553-44-5220
　knc@bird.ocn.ne.jp
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